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議事日程

日程第１ 認定第１号 平成２４年度川棚町一般会計決算認定について
決算審査特別
委員長報告

日程第２ 認定第２号 平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会 〃

計決算認定について

日程第３ 認定第３号 平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計 〃

決算認定について

日程第４ 認定第４号 平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決 〃

算認定について

日程第５ 認定第５号 平成２４年度川棚町公共下水道事業特別会計 〃

決算認定について

日程第６ 認定第６号 平成２４年度川棚町簡易水道事業特別会計決 〃

算認定について

日程第７ 議案第49号 平成２４年度川棚町水道事業会計未処分利益

剰余金の処分について

日程第８ 認定第７号 平成２４年度川棚町水道事業会計決算認定に

ついて

日程第９ 請願第３号 年金２．５％の削減中止を求める請願
総務厚生
委員長報告

日程第10 陳情第３号 消費税増税実施の延期を求める陳情書 〃

日程第11 意見案第１号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育
産業建設文
教委員長

費国庫負担制度の堅持を求める意見書（案）

日程第12 意見案第２号 道州制導入に反対する意見書（案）
議会運営
委員長

日程第13 議会活性化対策調査特別委員会中間報告

日程第14 議員派遣の件 議長発議
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議 長 ご起立願います。こんにちは。ご着席ください。

ただいまの出席議員は１５名です。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。

議 長 日程第１、認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定に

ついて」から、日程第８、認定第７号「平成２４年度川棚町水道事業会計決算

認定について」までを一括議題と致します。

決算審査特別委員会から決算審査報告書が提出をされておりますので、委員

長の報告を求めます。

決算審査特別委員長 読み上げて報告とさせていただきます。

平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長初手安幸様、決算審査特別委員会

委員長村井達己。

委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。記。事件の番号、

件名、審査の結果。

認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定について」認定すべきも

のと決定。

認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算認定につい

て」認定すべきものと決定。

認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計決算認定について」

認定すべきものと決定。

認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定について」

認定すべきものと決定。

認定第５号「平成２４年度川棚町公共下水道事業特別会計決算認定について」

認定すべきものと決定。

認定第６号「平成２４年度川棚町簡易水道事業特別会計決算認定について」

認定すべきものと決定。

議案第４９号「平成２４年度川棚町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」可決すべきものと決定。

認定第７号「平成２４年度川棚町水道事業会計決算認定について」認定すべ

きものと決定。
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決算審査特別委員会委員長報告。認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計

決算認定について」、認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別

会計決算認定について」、認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特

別会計決算認定について」、認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特

別会計決算認定について」、認定第５号「平成２４年度川棚町公共下水道事業

特別会計決算認定について」、認定第６号「平成２４年度川棚町簡易水道事業

特別会計決算認定について」、議案第４９号「平成２４年度川棚町水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について」及び認定第７号「平成２４年度川棚町水

道事業会計決算認定について」の決算審査特別委員会における審査の経過と結

果を報告します。

１、審査の経過。

（１）２分科会方式で審査を行い、決算審査特別委員会に各分科会から審査

内容等の報告、説明を求め、各分科会間で質疑、総体的な審査を実施した。

（２）審査期日（分科会）、平成２５年９月３０日、１０月１、２、３、４

日。（特別委員会）平成２５年９月３０日、１０月７日、９日。

（３）審査場所。第一委員会室、第二委員会室、第三委員会室及び現地。

（４）出席者。（分科会）委員全員、議長、事務局長、事務局書記、副町長、

教育長、次長、室長、各担当課長、各係長等。（特別委員会）委員全員、議長、

事務局長。

２、審査内容（主要事項についての質疑と答弁）。

（１）各分科会における質疑と答弁については、別添資料とし省略する。

（２）決算審査特別委員会での質疑と答弁。

質疑、公共交通システムについて、交通弱者の対応は残っているというが、

その具体的な方向性はあるのか。

答弁、波佐見町の乗り合いタクシー、東彼杵町のコミュニティバスの状況も

見ながら、調査・研究していくとのことである。

質疑、保育園の受け入れは、定員より最大２５％増の弾力運用をしていると

あるが、今後も継続していくのか。

答弁、保育園１箇所を建て替える予定がある。将来的な見込みも含め、２５

％の枠内で収まるだろうとの判断である。

（以上、質疑は第２分科会委員、答弁は第１分科会主査）。
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質疑、１５メートル以上の橋梁の点検補修を実施しているとあるが、１５メ

ートル未満の橋梁についてはどうするのか。

答弁、２５年度以降に調査、実施する。

質疑、住宅の長寿命化改修の今後の計画は。

答弁、山道ノ前団地Ｂ棟、若草、旭ヶ丘団地を予定しているが、実施年度は

未定である。

質疑、山道浄水場の第７次拡張計画について、１６億円の事業規模を縮小す

ることがあるのか。

答弁、事業規模が変わることはないが、落札減はあり得るとの説明であった。

（以上、質疑は第１分科会委員、答弁は第２分科会主査）。

以上で質疑を終了し、討論、採決を行った。

３、審査の結果。

（１）認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定について」の討論、

採決。

反対討論（要旨）。

平成２４年度は、７人の普通退職者があった。普通退職者が増えないよう、

働きやすい職場の環境を求めて反対する。

賛成討論（要旨）。

予算は適正に執行されており賛成する。

以上で討論を終了し、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定した。

（２）認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算認定

について」の討論、採決。

反対討論（要旨）。

国保税が大幅に上げられた。払える保険税にすることを求めて反対する。

賛成討論（要旨）。

財政運営が厳しい中で、特定健診実施などに努力しているので賛成する。

以上で討論を終了し、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定した。

（３）認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計決算認定に

ついて」の討論、採決。

反対討論（要旨）。

高齢者に負担を押し付ける本制度の廃止を求めて反対する。
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賛成討論（要旨）。

高齢者が安心して医療を受けられるために、相応の負担も必要であり、この

制度も定着しているので賛成する。

以上で討論を終了し、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定した。

（４）認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定につ

いて」の討論、採決。

反対討論（要旨）。

介護保険料が高いうえに、給付費は下がっている。必要な支援が受けられる

よう求めて反対する。

賛成討論（要旨）。

社会保障として介護保険制度は、町民にとって安心と信頼の制度となるもの

であり賛成する。

以上で討論を終了し、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定した。

（５）認定第５号「平成２４年度川棚町公共下水道事業特別会計決算認定に

ついて」は、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決定した。

（６）認定第６号「平成２４年度川棚町簡易水道事業特別会計決算認定につ

いて」は、討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決定した。

（７）議案第４９号「平成２４年度川棚町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分について」は、討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決

定した。

（８）認定第７号「平成２４年度川棚町水道事業会計決算認定について」は、

討論はなく、採決の結果、全会一致で認定すべきものと決定した。

４、委員会の意見。

①人事評価制度については、職員の能力向上と組織の活性化のためにも制度

の構築と運用を図られたい。

②職員の地区担当制度の調査・研究を進め、導入の方向性を早急に判断され

たい。

③消防団員の定数割れが続いており、今後も同様の状況が続くと危惧される。

団員の確保について努められたい。

④自主防災組織づくりと見守りネットワークの整備のため、モデル地区での

取組が進められているが、支援体制の確立を図るためにも関係機関とよく連携
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し、事業を推進されたい。

⑤新選果場における、小串トマトの選果については、ブランドの維持に努め

られたい。

⑥長崎県立大学・長崎国際大学との連携による観光施設の運営等に関する調

査研究の成果・提案については、早期に具体的取組みに努められたい。

⑦地区の環境整備については、地元の要望に誠意を持って対応されている。

今後もこれまで以上に対応されたい。

⑧税金、料金、使用料などの未納者に対する徴収努力は伺えるが、さらに未

納対策を講じ、収納率を上げるよう努められたい。

⑨工事発注については、地元企業育成の観点からも地元企業の活用に努めら

れたい。以上です。

議 長 これから委員長の報告に対する質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで委員長に対する質疑を終わります。

これから一件ごとに討論、採決を行います。

議 長 最初に認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定につい

て」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決定とされており

ます。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

１４番久保田 認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定」に対する反

対討論を行います。

私の所管ではありますが、８款土木費、３項２目ダム対策費です。成果報告

書には、知事との面談が数回行われたとありますが、これは２２年１月から１

２月までに４回行われたときのことであり、２４年度に行われたものではあり

ません。２４年度の成果報告として掲載するのは、適切ではないと思います。

また、事業認定が告示され、今後強制収用もあり得ることを考えると、起業者

でもない本町のダム対策室はどのように対応していくのでしょうか。

また１０款教育費の中の学校給食共同調理場費ですが、行政側の説明による

と、平成２７年度を目途に調理業務と配送業務の民間委託を目指しているとの

ことでした。子ども達の食育は直営で行うべきです。行革大綱は、子ども達ば
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かりをターゲットにしています。私は行革に対して反対です。よって一般会計

には反対致します。

議 長 次に、賛成討論の発言を許します。

４ 番 堀 田 認定第１号「平成２４年度川棚町一般会計決算認定について」賛

成の立場から討論を行います。

少子高齢化社会の進展と長引く経済不況により自主財源である町税収入が伸

び悩み、財政状況は厳しくなっています。平成２４年度の執行は、効果が上が

っているものや、次年度以降に向けて検討を要するものもありますが、事務事

業は合理的、能率的に処理され、また公有財産や物品の管理も適正に管理され

ています。投資的事業においても予算執行については適正に処理されており、

認定すべきと判断します。よって決算審査特別委員長の報告に賛成を致します。

議 長 これで討論を終わります。これから認定第１号「平成２４年度川

棚町一般会計決算認定について」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定す

べきものと決定とされております。この決算は委員長の報告のとおり認定する

ことに賛成の方は起立を願います。

（賛成者起立）

議 長 起立多数です。したがって認定第１号「平成２４年度川棚町一般

会計決算認定について」は、認定することに決定を致しました。

（１３：１８）

議 長 次に、認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会

計決算認定について」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと

決定とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

１４番久保田 認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算

認定」への反対討論を行います。

国保加入世帯は、低所得が進んでいます。現在、国保加入世帯の７割は非正

規労働者を始め、自営業者、年金生活者などの低所得者です。国保世帯の平均

所得は、１９９０年の２７６万５千円から、２０１０年度の１４１万６千円ま

で大幅に落ち込んでいるのです。国保世帯の８０％以上が所得２００万円未満
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なのです。平均所得が下落するのに反比例して、国保料が大幅に上げられまし

た。本町では昨年改正され、その結果所得２００万円の世帯で、７万円以上の

値上げとなりました。成果報告書では、調定額増加の原因は経済不況による離

職者の増加や急速な高齢化や医療費の増加などに伴い、保険給付が膨らみ厳し

い財政状況が継続したために税率を改正したことが大きな要因と考えるとあり

ますが、１億円を超える収入未済額もあります。保険税率を上げても根本的な

解決になりません。さらに、委員会報告によると、２、３年後には改正しなく

てはならないとありました。これ以上の痛みに町民は耐えられません。まずは

国に対して国庫負担金を５０％に戻すこと、県に対しては一般会計からの法定

外繰り入れを全国平均並みに増額すること、そして払える保険料にすることを

求めて反対討論とします。

議 長 次に賛成討論の発言を許します。

４ 番 堀 田 認定第２号「平成２４年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算

認定について」賛成の立場から討論を行います。

少子高齢化と医療の高度化により、財政運営は大変厳しい状況にあります。

こうした中、医療費の適正化に向け各保険者の特定健診、特定保健指導を始め、

人間ドックなど、助成事業などの保健事業を積極的に取り組んでおり、今後も

保健事業の充実と、健康増進対策などに努力され、予算執行について適正処理

されており、認定すべきと判断し、決算審査特別委員長の報告に賛成致します。

議 長 これで討論を終わります。これから認定第２号「平成２４年度川

棚町国民健康保険事業特別会計決算認定について」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は、認定

すべきものと決定とされております。この決算は委員長の報告のとおり、認定

することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 起立多数です。したがって認定第２号「平成２４年度川棚町国民

健康保険事業特別会計決算認定について」は、認定することに決定致しました。

（１３：２２）

議 長 次に、認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計
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決算認定について」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決

定とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

１４番久保田 認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計決算認

定」に対する反対討論を行います。

後期高齢者医療保険制度は、０８年４月から実施されました。７５歳以上の

人は、それまでの国保や健保から脱退させられ、後期高齢者医療保険制度に加

入します。保険料は、それまで負担がなかった健保の被扶養者を始め、低所得

者で家族に扶養されている人も含め、全ての人が徴収されます。年金収入が１

万５千円以上の人は、年金から天引きされます。保険料は２年に１度改定され

ます。７５歳以上になると一人ひとりから収入がゼロの人からも、家族に払っ

てもらって保険料を徴収し、保険制度を運営します。一人ひとりに給付と負担

の自覚と痛みを強いて、医療費を削るか負担を我慢するかという高齢者にとっ

て厳しい制度です。２回目の２０１０年から１２年の保険料の値上げが続き、

こんな制度は早く止めてほしい、年金が削られる一方で医療費や介護など、高

齢者の負担は重くなるばかりと、悲痛な声が上がっています。わずかな収入で

暮らしているお年寄りから保険料を滞納したということで、無慈悲な差押えが

行われています。長崎県でも被保険者２０万２,６１１人のうち、滞納被保険

者は３,１７７人、短期被保険者４２８人、滞納処分をされた被保険者は１３

６人、１,９０９万円となっています。制度が続く限り、差別医療は起きてい

ます。存続すればするほど高齢者を苦しめるのはこの制度です。この制度は、

人の命の尊厳をどう守るかでなく、国の経費をいかに軽減するかの中身になっ

ています。即刻制度の廃止を求めて反対します。

議 長 次に、賛成討論の発言を許します。

１ ５ 番 山 口 認定第３号「平成２４年度川棚町後期高齢者医療特別会計決算認

定について」賛成の討論を行います。

少子高齢化が進む中、高齢者の方々が安心して医療を受けられるように、個

々の負担能力に応じて相応の負担をすることによって、この制度は堅持されて

いると判断されます。また平成２４年度決算においても、適正な執行がなされ

ていると判断し認定すべきものとして賛成致します。

議 長 これで討論を終わります。これから認定第３号「平成２４年度川

棚町後期高齢者医療特別会計決算認定について」の採決を行います。
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この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は、認定

すべきものと決定とされております。この決算は委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 起立多数です。したがって、認定第３号「平成２４年度川棚町後

期高齢者医療特別会計決算認定について」は、認定することに決定を致しまし

た。

（１３：２６）

議 長 次に、認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決

算認定について」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決定

とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

１４番久保田 認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定」

に対する反対討論を行います。

川棚町の介護保険料の基準額は、平成１２年から１４年の一期目の３万２,

０２０円から、２４年、２６年の５期の基準額６万１千円と比較すると、２万

８,９８０円と大きく値上げされました。それを受けて、２４年度の成果報告

書の保険料を見ると、現年度分の収納率は上がっているものの、滞納繰越にお

いては、調定額に対する収納率は７．５％と前年度を大きく下回っています。

臨戸徴収に努力されていますが、２６２万円の未済額も生じるというように、

介護保険料が高いと言えると思います。それに準じて給付費の総額も前年度と

比較すると下がっています。介護保険は、行き届いた介護を求めて創設された

ものです。しかし、総務省の調査によると、親族の介護を理由にした離職は１

４万人です。高齢者、国民が求めている保障された制度への転換をすべきです。

１２年度から地域支援事業に介護予防日常生活支援総合事業が加わりました。

総合事業は、市町村の判断で、要支援１、２の人を介護保険から外し、ボラン

ティアなど、多様な担い手を活用して行う見守りなどのサービスに移し替える

ことができるというものです。公的介護給付を利用者から取り上げないように、

必要な支援が受けられるように求めて反対討論とします。

議 長 次に、賛成討論の発言を許します。
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９ 番 小 谷 認定第４号「平成２４年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定

について」賛成討論を行います。

この制度は、国民の相互扶助の精神に基づいて運営されており、本町におい

ても介護予防などの各種事業に取組み、高齢者福祉の向上につながっていると

思われます。予算執行についても適正に処理されており、認定すべきと判断し

賛成します。

議 長 これで討論を終わります。これから認定第４号「平成２４年度川

棚町介護保険事業特別会計決算認定について」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は、認定

すべきものと決定とされております。この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立を願います。

（賛成者起立）

議 長 起立多数です。したがって認定第４号「平成２４年度川棚町介護

保険事業特別会計決算認定について」は、認定することに決定を致しました。

（１３：３０）

議 長 次に、認定第５号「平成２４年度川棚町公共下水道事業特別会計

決算認定について」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決

定とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから認定第５号「平成２４年度川棚町

公共下水道事業特別会計決算認定について」の採決を行います。

お諮りします。本件は、これを認定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって認定第５号「平成２４年度川棚

町公共下水道事業特別会計決算認定について」は、認定することに決定を致し
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ました。

（１３：３２）

議 長 次に、認定第６号「平成２４年度川棚町簡易水道事業特別会計決

算認定について」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決定

とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから認定第６号「平成２４年度川棚町

簡易水道事業特別会計決算認定について」の採決を行います。

お諮りします。本件は、これを認定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって認定第６号「平成２４年度川棚

町簡易水道事業特別会計決算認定について」は、認定することに決定を致しま

した。

（１３：３２）

議 長 次に、議案第４９号「平成２４年度川棚町水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について」の討論を行います。本案に対し、委員長の報告は、

可決すべきものと決定とされております。委員長の報告に対し、反対者の発言

を許します。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから採決を行います。本案に対する委

員長の報告は、可決すべきものと決定です。

お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決定することに異議ありませ

んか。

「な し」の声あり
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議 長 異議なしと認めます。したがって議案第４９号「平成２４年度川

棚町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、委員長の報告のとお

り可決されました。

（１３：３３）

議 長 次に、認定第７号「平成２４年度川棚町水道事業会計決算認定に

ついて」の討論を行います。委員長の報告は、認定すべきものと決定とされて

おります。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから認定第７号「平成２４年度川棚町

水道事業会計決算認定について」の採決を行います。

お諮りします。本件は、これを認定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって認定第７号「平成２４年度川棚

町水道事業会計決算認定について」は、認定することに決定を致しました。

（１３：３４）

議 長 次に、日程第９、請願第３号「年金２．５％の削減中止を求める請

願」を議題と致します。本件について、委員長の報告を求めます。

総務厚生委員長 平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長初手安幸様、総務厚

生委員会委員長三岳昇。

委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第９４条第１項の規定により報告します。記。

１、受理番号。請願第３号。

２、付託年月日。平成２５年９月２６日。

３、件名。年金２．５％の削減中止を求める請願。

４、審査の結果、不採択とすべきものと決定。

総務厚生委員会委員長報告。請願第３号「年金２．５％の削減中止を求める
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請願」の総務厚生委員会における審査の経過と結果を報告します。

１、審査の経過。

（１）審査期日。平成２５年９月２７日、１０月４日、７日。

（２）審査場所。第２委員会室。

（３）出席者。三岳、波戸、竹村、福田、小田、森田各委員、議長、事務局

長。

（４）欠席者。田﨑委員。

（５）説明者。請願人、紹介議員。

２、審査内容。

９月２７日、請願人及び紹介議員に対する主な質疑。

質疑、年金制度が継続されるかどうかの心配もあるが。

答弁、年金で生活できるような制度にすべきで、最低生活者を救済すべきだ。

質疑、全体として２．５％を引き下げることをやめてほしいということなの

か。

答弁、いままでも年金が引き下げられており、さらに下がることには納得で

きない。

質疑、制度の継続が大事と思うが。

答弁、制度そのものを壊すことにはならないだろう。全体を考えてどうして

いくのかを議論すべきではないのか。

質疑、社会保障制度においては、物価指数によってスライドするが、他の制

度とこの年金の整合性はどう考えるか。

答弁、税金を上げるときは社会保障制度に使うという説明だったが、社会保

障のことは出ていない。議論すべき時であり、年金を下げることに問題がある

のではないか。

質疑、高齢者の当たり前の生活というのは、どこを基準として考えているの

か。

答弁、基準の判断は難しい。国民年金は６万５千円であるが、これでは生活

できない。

質疑、物価が下がったときにはスライドすべきという考えに立つべきではな

いか。

答弁、ぎりぎりの生活をしており、下げてほしくない。
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質疑、若い世代に負担を先送りしないために受け入れることはできないのか。

答弁、全体で支えていく制度が崩れていくことになり、若者はもっと年金額

が下がることになる。今のうちにストップしておかないと若者に影響が出る。

３、討議の主な内容。

将来的なこと、先送りすべきでないという部分も含め、総合的に判断すべき

ではないか。

国の制度に対して、良いことだけを受け入れて、不利になる部分だけは受け

入れないというのはどうか。

年金制度全体で捉えなければいけない。弱者を切り捨てるということではな

い。

４、審査の結果。

反対討論。社会全体においての年金制度がどうなのかという視点にたった時

に、制度のあり方、現状などを考えた場合には、今回の引き下げについては、

やむ得ないと判断し、本請願に反対する。

賛成討論なし。

以上で討論を終結し、採決の結果、請願第３号「年金２．５％の削減中止を

求める請願」は、賛成はなく全会一致で不採択とすべきものと決定した。

５、委員会の意見。

年金制度においては、実質的価値を維持するため、物価の上昇や下落に合わ

せて毎年度の支給額を増減させる仕組みとなっている。

現在の年金額は平成１２年から１４年度の改定で前年の物価が下落したにも

かかわらず特例措置として削減せず高止まりしており、この特例措置により本

来の支給額より約７兆円も多く支払われている。

今回の減額措置は、受給者にとって実質価値が目減りするかたちであるが、

将来世代に負担を先送りしないためにもやむを得ないと判断した。以上であり

ます。

議 長 これから総務厚生委員長の報告に対する質疑を行います。

１４番久保田 討議の主な内容のところに、弱者を切り捨てるということではな

いとありますが、無年金者や、それから１万５千円以上は天引きされるという、

その１万５千円の年金者、そういう方がいらっしゃることを把握されているか。

それと、私は年金者から直接お話を聞いて回りました。委員長は、そういう年
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金者の声を直接聴かれたことはありますか。

総務厚生委員長 久保田議員の質問にお答えをします。

まず一点目の１万５千円という話が出ておりますが、たぶんその方について

はですね、審査の中でも例として上がってまいりました。そのケースはですね、

おそらく年金の加入期間というのが短かった方だろうという判断を致しており

ます。

二点目のですね、年金受給者の声を聴いたかと、実は私も年金受給者でござ

いまして、年金額の多い少ないというのは、町民の方、いろんな方を聞きます

と、世代によっても違いますし、加入されている制度によっても異なるという

ことで、一概にですね、年金額が少ない方ばっかりではないという審査会での

意見も出ておりました。以上です。

１４番久保田 今の私の質問に対する答弁の中で、その１万５千円の方達は年金

の掛ける期間が短かったからだろうということでしたが、どうして満額という

か、その満期の期間をかけきれなかったかと想定されますか。質問の意味は分

かられますか。

総務厚生委員長 今議員のご質問で、１万５千円という金額が出てまいったわけ

ですけれども、実際にですね、そのような方がですよ、私はそういう方には話

を聞いたことはないんですね。というのは、国民年金が、その制度の中では年

金額というのは一番低い方じゃないかと思うんですが、この委員会の審査の中

でもですね、１万５千円という年金額というのは、おらっさんとじゃないかな

という話も出ておりまして、逆にその私は、質問された久保田議員がそういう

方が実際にいらっしゃるのかどうかというのを確認されたのか、逆にお尋ねを

したいと思っております。以上です。

議 長 報告書の趣旨に基づいて、いろんな詳細な制度じゃなくて、２．

５％をどうするかという議論に戻して質疑等の答弁をお願いしたいと思いま

す。

議 長 他に質疑はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認め、これで総務厚生委員長に対する質疑を終わりま
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す。

請願第３号に対し、これから討論を行います。総務厚生委員長の報告は、不

採択すべきものと決定です。委員長の報告のとおり決定することに反対討論は

ありませんか。

１４番久保田 請願第３号「年金２．５％削減中止を求める請願」について、委

員長は不採択ということでした。その不採択に対する反対討論を行います。

２０１２年１１月、民主、自民、公明の３党合意による年金２．５％削減法

が、十分な審議もされることなく成立しました。今年の１０月に１％、来年の

４月に１％、再来年度の４月に０．５％削減するものです。年金は高齢者の命

綱です。この１０年来、税金、国民健康保険税、介護保険や後期高齢者医療保

険料なども上がり続けています。政府は物価が下がっているといっていますが、

生活に直結した食料品や灯油などは上がり、年金生活者の暮らしを脅かしてい

ます。また、２．５％引き下げた後もマクロ経済スライドで、毎年１％以上の

引き下げが予定されています。年金の削減は、年金者だけの問題ではありませ

ん。川棚町の１万４,６５０人のうち、４,７９３人の方が国民年金、共済年金、

厚生年金の受給者です。昨年の年間の給付額は５６億３,２８９万円でした。

実質２年半で計算すると、１億４千万円以上が削減されることが想定されます。

その上に、来年は消費税が８％、再来年は１０％の増税、さらに消費税増税と

一体で社会保障の切り下げが進行しています。７０歳から７４歳の窓口負担が

２割に患者負担の上限額引き上げ、要介護１、２の人を保険外に利用料を１割

から２割に、年金支給開始を６５歳から６８歳、７０歳に引き上げようとして

います。高齢者の方は戦中戦後を郷土の復興と平和に苦労されてきた方々です。

高齢者の方は、子どもには頼れない。買い物は食べるものだけ、お友達の見舞

いにも葬式にも行く香典が包めないという声が聞かれます。食べるだけで精一

杯というのはつらいです。高齢者にとって年金は命綱です。議員の皆さんに請

願に対して、ぜひ賛同を呼びかけて、委員長の不採択に対する反対討論としま

す。

議 長 次に、賛成討論の発言を許します。

４ 番 堀 田 請願第３号「年金２．５％削減中止を求める請願」の総務委員長

の報告に対して賛成討論を行います。本来より２．５％高い特例水準があるこ

とにより、毎年１兆円の過剰給付が生じており、結果的に将来世代へ負担を先



- 20 -

送りしている状態になっています。特例水準を解消し、年金財政の改善を図り、

現役世代の将来の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るための改正であ

り、特例水準の解消はやむを得ないと考え、委員長報告に賛成を致します。

議 長 これで討論を終わります。これから請願第３号「年金２．５％の

削減中止を求める請願」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。この請願に対する委員長の報告は、不採

択とすべきものと決定です。請願第３号「年金２．５％の削減中止を求める請

願」を採択することに賛成の方は起立を願います。

（起立少数）

議 長 起立少数です。したがって請願第３号「年金２．５％の削減中止

を求める請願」は、不採択とすることに決定を致しました。

（１３：５１）

議 長 次に、日程第１０、陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める

陳情書」を議題と致します。本件について、委員長の報告を求めます。

総務厚生委員長 平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長初手安幸様、総務厚

生委員会委員長三岳昇。

委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので会議規則第９５条の規定により報告します。記。

１、受理番号。陳情第３号。

２、付託年月日。平成２５年９月２６日。

３、件名。消費税増税実施の延期を求める陳情書。

４、審査の結果。不採択とすべきものと決定。

総務厚生委員会委員長報告。陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める陳

情書」の総務厚生委員会における審査の経過と結果を報告します。

１、審査の経過。

（１）審査期日。平成２５年９月２７日、１０月４日。

（２）審査場所。第２委員会室、第３委員会室。

（３）出席者。三岳、波戸、竹村、福田、小田、森田各委員、議長、事務局

長。
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（４）欠席者。田﨑委員。

２、審査内容。９月２７日、主な討議。

陳情が出た段階では決定されていない。

消費税増税の目的は社会保障なのか。

消費税は社会保障に使うという大前提がある。上げる前から公共事業を増や

すという発想に違和感があるのだろう。

中小企業も大変であるが大局的に見なければいけない。

中小企業等のサポートを目的として消費税転嫁対策特別措置法が成立してい

る。

国の制度上のことであるということも判断しなければいけない。

会期中である１０月１日に判断される。

１０月４日、主な討議。

陳情書に「２割程度の少数派」とあるがこの数字の根拠についてはどうか。

財政の健全化ということで将来にツケを回さないために必要なことである。

今後どうにかしなければいけないという国民の思いがある。

消費税の賛否ではなく、手続きで決まっている以上、延期を求める陳情書の

意見書は出せない。

消費税があがることは心配であるが、国の借金が１千兆円になり過半数の容

認があるのだろう。新たな経済対策に期待し、財政健全化を図るためにも増税

はやむを得ないと判断する。

税と社会保障の一体改革ということで消費税増税分は社会保障に使われると

思っている。

国策により４月から増税される。国策についていくしかない。

この制度は３％の増税だが、社会保障の維持、充実、国の借金の先送りをし

ないためのものであり、今後の国政に期待する。

３、審査の結果。

討論はなく、採決の結果、陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める陳情

書」は、賛成はなく全会一致で不採択とすべきものと決定した。

４、委員会の意見。

政府は１０月１日の閣議で、消費税率を来年４月１日に予定通り現行５％か

ら８％へ引き上げることを決めた。
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国の財政は悪化し、１千兆円の借金となっており、財政健全化を図り、増大

する社会保障費の財源を確保する必要があることは国民の共通認識である。

国の借金を次世代に先送りしないためにも健全化への取組みと社会保障の維

持・充実を図るべきである。以上であります。

議 長 これから総務厚生委員長の報告に対する質疑を行います。

１４番久保田 最後のページです。国の借金が１千兆円にもなりというところ、

財政健全化を図るためにも増税はやむを得ないというふうに判断されたと書い

てありますけれども、国が目指している１０年間で２００兆円の大型公共事業

や、４兆円を超える軍事費についてはどう思われるか。それと一番最後の増大

する社会保障費の財源を確保する必要があるという文言がありますが、消費税

が３％になった、５％になった、その時も社会保障の財源の確保だったと思い

ますが、そのように回されたとお思いでしょうか。そしてこの８％になるのが、

３％の値上げが社会保障のために使われると思っていらっしゃるんでしょう

か。

総務厚生委員長 今回の決定の中で、安倍首相がおっしゃったことは、要はもと

もとは消費税というのは社会保障に充てるという大前提があったと思います。

ですからあの、私に軍事費とかそういった部分を聞かれてもですね、私の方か

らそういった見解は答弁できないという判断をしておりますが。

１４番久保田 この報告書の中にはありませんけれどもお尋ねします。

川棚町で景気回復している実感の持てる指標、アベノミクスによってですね、

回復しているという実感の持てる指標がありましたらお教えください。

総務厚生委員長 いわゆる国策と言いますか、国の考え方でしょうから、私にそ

のことを問われてもですね、私が実感があります、ありませんというお答えは

できないかと判断しました。指標についても同様でございます。

１４番久保田 先程も言いました町内の消費者や自営業者の声を直接聞かれまし

たか。私は一般質問で消費税のことを町長に問いました。その時も、町内の自

営業者、いろんな事業者に聞きました。その方達全員には聞いておりませんが、

消費税の８％の増税は、今はとても苦しいとおっしゃっています。そのことに

対してはどう考えられますか。

総務厚生委員長 アベノミクスのことを言われましたが、実際引き上げは来年の

４月１日以降でございます。実体経済に影響してくるのはですね、それ以降と
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思いますので、今の段階でそのアベノミクスの話を私から答弁を求めるのはち

ょっと無理だと思います。

議 長 質疑なしと認め、これで総務厚生委員長に対する質疑を終わりま

す。

陳情第３号に対し、これから討論を行います。総務厚生委員長の報告は、不

採択とすべきものと決定です。委員長の報告のとおり決定することに反対討論

はありませんか。

１４番久保田 陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める陳情書」について、

委員長の不採択に対する反対討論を行います。

７月、共同通信社の世論調査では、７月引き上げに延期を先送りする５％維

持と増税反対が７割以上でした。９月１１日の朝日新聞掲載の世論調査でも増

税反対が賛成者よりも多く、４月に「８％上がったら家計出費を今まで抑える

ようになる」が６５％、「安倍政権になってから景気が回復したという実感が

あるか」の問には、「ない」の回答が８０％でした。回答に見られるように、

多くの方が消費税増税に対して不安を感じている状況です。また、消費税納税

義務者である自営業者も「増税したら商売がなりたたなくなる」の声が聞かれ

ます。「現行でも消費税は完全に転嫁できない」の声がある中、その上、さら

なる消費不況も重なり、売り上げの減少や消費税納税などが大変心配されます。

働く人の賃金も１９９７年を頂点に平均７０万円も落ち込み、働く人の月給は

１５ヶ月連続で下がり続けています。就労率は増えたと言いますが、非正規雇

用やパート、派遣などの安上がりな雇用です。増税となれば、中小業者を含め

消費者の家計支出が増えることだけは確実です。円安になってすでに食料品や

燃油の値上げが家計を圧迫しています。今でもギリギリの中での負担増は、国

保などの税金の滞納につながることも想定されます。消費税増税は生まれたて

の赤ちゃん、生活に困っている人、全ての人が対象です。自営業者を廃業倒産

に追い込む恐れがあります。

議会は、一人ひとりの住民の声の代弁者です。この陳情者は２０１４年から

の消費税増税を延期することを求めていらっしゃいます。議員の皆さん、意見

書の採択を訴えて委員長報告の反対討論とします。

議 長 次に、賛成討論の発言を許します。

１ ５ 番 山 口 陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める陳情書」に対する委
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員長報告に対して、賛成討論を行います。

少子高齢化が進み、社会保障を支える現役世代というのは年々減少してきて

おります。しかし、そういった中でも、今後とも社会保障制度を持続可能なも

のにし、さらに充実していく必要はあると思われます。消費税が上がることに

ついては、いろんな心配が危惧されております。しかし、年々増える社会保障

費の財源を確保し、低所得者対策、景気対策などを含めて、財政健全化を図り、

社会保障税一体改革の一環として、消費税の引き上げについてはやむを得ない

と判断されますので、委員長報告に対して賛成を致します。

議 長 これで討論を終わります。これから陳情第３号「消費税増税実施

の延期を求める陳情書」の採決を行います。

この採決は起立によっておこないます。この陳情に対する委員長の報告は、

不採択とすべきものと決定です。

陳情第３号「消費税増税実施の延期を求める陳情書」を採択することに賛成

の方は起立願います。

（起立少数）

議 長 起立少数です。したがって陳情第３号「消費税増税実施の延期を

求める陳情書」は、不採択とすることに決定を致しました。

（１４：０７）

議 長 ここで、しばらく休憩致します。

（１４：０７）

（…休 憩…）

（１４：２０）

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 次に、日程第１１、意見案第１号「未来を担う子どもたちの教育

を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書（案）」を議題とします。

提出者の説明を求めます。

産業建設文教委員長 意見案第１号、平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長

初手安幸様、提出者、産業建設文教委員会委員長山口隆。
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未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める

意見書（案）の提出について。

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１

４条第３項の規定により提出します。

未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める

意見書（案）。

義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、

全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができるようにすると

ともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないようにするため制定され

たものです。

また、義務教育費国庫負担制度は、国による教育分野の「最低保障」という

べきものであり、すべての国民に対し適正な規模と内容の義務教育を保障する

ことは国の重要な責務でもあります。

さらに、未来を担う子どもたちに対し、一人ひとりの国民として必要な基礎

的資質を培うための豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹と

もなるものです。

日本はＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員一人当たり

の児童生徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応をおこな

うためには、ひとクラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省

が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関する国民からの意見募集」で

は、約６割が「小中高校の望ましい学級規模」として、２６～３０人を挙げて

います。このように、保護者も３０人以下学級を望んでいることは明らかです。

社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対

応が必要となっています。また、新しい学級指導要領が本格的に始まり、授業

時数や指導内容が増加しています。日本語指導などを必要とする子どもたちや

障害のある子どもたちへの対応等も課題となっています。いじめ、不登校等生

徒指導の課題も深刻化しています。こうしたことの解決に向けて、計画的な改

善が必要です。

よって、国におかれましては、教育の機会均等とその水準の維持向上を確保

するため、義務教育費国庫負担率を２分の１に復元することを含め、義務教育

費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望します。以上、地方自治法第９９条
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の規定により意見書を提出します。平成２５年１０月、長崎県川棚町議会。

以上でございます。よろしくご審議の上採択いただきますようお願い申し上

げます。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し反対討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。

これから意見案第１号「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫

負担制度の堅持を求める意見書（案）」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 全員起立です。したがって意見案第１号「未来を担う子どもたち

の教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書（案）」は、原案

のとおり可決されました。

可決された意見書は、内閣総理大臣他、関係行政庁に送付することに致しま

す。

（１４：２５）

議 長 次に、日程第１２、意見案第２号「道州制導入に反対する意見書

（案）」を議題とします。提出者の説明を求めます。

議会運営委員長 意見案第２号、平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長初手

安幸様、提出者、議会運営委員会委員長毛利喜信。

道州制導入に反対する意見書案の提出について。上記の議案を、別紙のとお
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り地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１４条第３項の規定により提出

します。

道州制導入に反対する意見書（案）。

我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総

意により、「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、

本年４月１５日には、全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明

や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出され

ようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、

７月１８日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、

政府・国会に対し、要請してきたところである。

しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の

動きが依然としてみられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移

行の改革基本法案」を第１８３回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉

会中審査となっているなど、我々の要請を無視するかの動きをみせている。

これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限

を区切った導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のも

と、ほとんどの町村においては、事実上の合併を余儀なくされるおそれが高い

うえ、道州はもとより再編された「基礎自治体」は、現在の市町村や都道府県

に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしまうこ

とは明らかである。

町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全

に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに

個性ある伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は、住民

を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な

自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全体と

しての国力の増強につながるものであると確信している。

よって、我々川棚町議会は、道州制の導入に断固反対する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２５年１０

月、長崎県川棚町議会。以下、関係機関へ送付させていただきます。ご審議の

上ご採択いただきますよう、よろしくお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。



- 28 -

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し、反対討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから意見案第２号「道州制導入に反対

する意見書（案）」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 全員起立です。したがって意見案第２号「道州制導入に反対する

意見書（案）」は、原案のとおり可決されました。可決された意見書は、内閣

総理大臣他、関係行政庁に送付することと致します。

（１４：３１）

議 長 次に、日程第１３、「議会活性化対策調査特別委員会中間報告」

を議題とします。

議会活性化対策調査特別委員会から、閉会中の継続調査について、中間報告

をしたいとの申し出があります。

お諮りします。本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いま

す。これに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって、議会活性化対策調査特別委員

会の中間報告を受けることに決定しました。

議会活性化対策調査特別委員長の発言を許します。
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議会活性化対策調査特別委員長 読み上げて報告とさせていただきます。

平成２５年１０月１０日、川棚町議会議長初手安幸様、議会活性化対策調査

特別委員会委員長村井達己。

議会活性化対策調査特別委員会中間報告。本委員会の所管事務調査事件につ

いて、会議規則第４７条の規定により別紙のとおり報告します。

議会活性化対策調査特別委員会委員長中間報告。

１、調査事件。議会活性化、議会改革、議員定数に関すること。

２、調査期日。平成２５年１月９日、１月１４日、２月８日、４月８日、４

月１８日、７月４日、７月２３日、８月５日、８月２８日、１０月７日。

３、調査場所。第１、第３委員会室。

４、出席者。委員全員、議長、議会事務局長、商工会青年部。

５、調査の経過。

平成２４年３月定例会において、主に議会活性化に関し、議会報告会、紙ベ

ースによる議事録の開示、議場開放、議員と語ろう会や全員協議会における各

委員会の報告のあり方などの取組みについて中間報告をした。

併行して議員定数についても協議、検討を重ねており、平成２４年１２月定

例会においては、１回目のアンケート調査を基に１６、１４、１３、１２、１

０名での委員会構成や兼任制、報酬について、シミュレーションを作成し検討

材料としながら議論した経過を報告したところである。

その後、商工会青年部との意見交換、ふれあい教室での状況報告や５月に開

催した議会報告会での住人からの定数に関する質疑応答、さらに全議員を対象

に議員定数、議員報酬等に関する２回目のアンケート調査を平成２５年８月に

実施し集約をした。

当委員会で協議、検討した内容は随時全員協議会の場で報告し、各議員との

意見交換等をおこなっている。

６、２回目アンケート調査の結果。

定数、１６、１名。１５、１名。１４、８名。１３、２名。１２、３名。未

定数だが削減、１名。

①定数についての主な意見。

１６名。議員の任務は町民の様々な声を聞き取ることにあり、削減した分、

町民に対するサービスは低下になる。
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１４名。２常任委員会の専任が望ましく、１委員会最低６名以上が必要であ

る。

大幅な削減は町民の多様な意見や意思が汲み上げにくくなる。

人口１千人に対して１名で、１４名が妥当と考える。

削減の取組みは必要であるが、減らしすぎて議会運営に支障が出たのでは意

味がない。

近隣町の実態からも１４名と思われる。

１３名。６名の常任委員会構成でも、予算・決算特別委員会や連合審査等の

手法で対応できる。

財政的視点を指摘される中、３名削減でその効果はある。

１２名。委員会編成は兼任制３委員会で十分機能する。３委員会にすること

で委員会単位の範囲が軽減され、かつ明瞭になり審査も行いやすくなる。

合併も不調に終わり、単独の町政運営の中、議会も含めた大胆な改革が必要

であり、２名減では削減効果は少なく、町民の理解も得られない。

委員会制度は廃止し、本会議制を取り入れる。また通年議会制を導入する。

②報酬についての主な意見。

報酬の増額は１０名以下でなければ理解が得られない。１４名、１３名での

増額は無理であり、現状維持である。

１２名に削減し、その削減効果として派生した財源を報酬増額に充当する。

７、商工会青年部との意見交換会における主な意見。

委員会に重複して入っているが、定数が削減された場合、委員会は運営でき

るのか。

削減したことで議員活動が増えるのであれば、報酬を上げるのは当然だと思

うが。

意見交換会や懇談会等を数多く開き、議会の実情や活動内容を積極的に伝え

てほしい。

８、議会報告会における主な質問。

議員定数について、今どういう状況か。

現在までの検討、研究の結果は。

議員定数削減の時期はいつか。

９、まとめ。
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これまでの議員定数についての取組みは上記記載のとおりであり、随時、協

議・検討・集約してきたが、大方の意見としては削減の方向である。

定数を検討する過程においては、「行政改革」や「経費削減」の視点だけで

なく、行政に対する町民のニーズも多様化している。

地方分権が推進される中、行政が複雑・多岐化することに伴い、委員会がい

かに効率的、かつ適切に活動することができるのか、住民を代表する議会の役

割も非常に大きく、これまで以上に行政へのチェック機能の向上が望まれてい

る。このようなことを踏まえ、削減した場合の委員会数や専任、兼任制につい

ても検討してきたが、兼任制は課題も多く難しいのではないか、２常任委員会

の専任が望ましいとの意見が多数であった。

当委員会としては、総合的に勘案し、現時点で１４名、１３名、１２名に絞

り込み、検討を重ねているところであり、次期１２月定例会までに結論を出し

最終報告すべく取り組んでいく。以上です。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認め、報告済みと致します。

（１４：３９）

議 長 次に、日程第１４、「議員派遣の件」を議題と致します。

お諮りします。本件は、会議規則第１２７条の規定によって、お手元に配布

しました別紙のとおり、議員派遣をしたいと思いますが、異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって、「議員派遣の件」は、お手元

に配布しました別紙のとおり派遣することに決定しました。

なお、ただいま議決しました「議員派遣の件」で、後日変更があった場合は、

議長に一任願いたいと思いますが異議ありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって、後日変更があった場合は、議

長に一任することに決定しました。

（１４：４０）

議 長 ここでお諮りを致します。

会議規則第４５条の規定により、本定例会において議決されました案件につ

きましては、議決の結果生じました条項、数字、その他の整理を要するものが

あった場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これに異議ありませ

んか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって、これらの整理を要するものに

つきましては、議長に委任することに決定を致しました。

議 長 これをもちまして、本日の日程は全部終了致しました。

会議を閉じます。平成２５年９月川棚町議会定例会を閉会を致します。

ご起立願います。お疲れ様でした。

（１４：４１）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。

川 棚 町 議 会 議 長
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会 議 録 署 名 議 員


